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東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する 
専門家会議の中間取りまとめを踏まえた環境省における当面の施策の方向性（案） 

 
１ はじめに 

平成 25 年 11 月に「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり

方に関する専門家会議」（以下「専門家会議」という。）が設置され、計 14 回の議論が行

われ、平成 26 年 12 月 22 日に議論の中間的な取りまとめが公表されました。 
環境省においては、この中間取りまとめを踏まえた「当面の施策の方向性（案）」を作

成し、今後の施策に取り組んでいく予定です。 
 
２ 当面の施策の方向性（案） 
（１）事故初期における被ばく線量の把握・評価の推進 

中間取りまとめにおいては、「専門家会議では、これまでに明らかになった実測値を

重視しつつ、国内外の専門家による推計値と合わせて評価を行った。これらのデータ

には、いずれも不確かさや限界が存在することを踏まえれば、今後も、線量推計の基

礎となる様々な測定データの収集と信頼性の評価を継続することが重要である。また、

事故初期の被ばく線量については、現在も複数の研究機関により今般の原発事故によ

る被ばく線量の評価についての研究が行われていることから、今後さらに調査研究を

推進し、特に高い被ばくを受けた可能性のある集団の把握に努めることが望ましい。」

とされています。 
このため、調査研究事業を通じて、事故初期における被ばく線量の把握・評価の推

進に努めます。 
 
（２）福島県及び福島近隣県における疾病罹患動向の把握 

中間取りまとめにおいては、専門家会議は「国際機関の評価と同様、今般の原発事

故による放射線被ばく線量に鑑みて、福島県及び福島近隣県においてがんの罹患率に

統計的有意差をもって変化が検出できる可能性は低いと考える。また、放射線被ばく

により遺伝性影響の増加が識別されるとは予想されないと判断する。さらに、今般の

事故による住民の被ばく線量に鑑みると、不妊、胎児への影響のほか、心血管疾患、

白内障を含む確定的影響（組織反応）が今後増加することも予想されない。こうした

評価は、WHO 報告書や UNSCEAR2013 年報告書での評価と同様である。」とされて

います。 
全国がん登録等を活用することで様々ながんの動向を地域毎に把握することが可能

となりますが、こうした分析には専門的な知見を要します。このため、調査研究事業

により新たに研究組織を構築して標準化された方法を用いて各種がんの罹患動向を把

握し、その成果を定期的に自治体や住民に情報提供します。 
また、がん以外の疾患についても、既存のデータベース等を活用することで同様に

対応していきます。 
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（３）福島県の県民健康調査「甲状腺検査」の充実 

中間取りまとめにおいて、専門家会議は、「今般の原発事故における放射線被ばくに

よる発がんリスクは低いと予測される。しかし、チェルノブイリ事故後に小児の甲状

腺がんの増加が報告された前例があることから、甲状腺がんが増加するかどうかにつ

いては特段の注意を払う必要がある。」「UNSCEAR2013 報告書においても、被ばく線

量の推計において不確かさがあることを考慮し、推計された被ばく線量の幅のうち最

も高い被ばく線量を受けた小児の集団において甲状腺がんのリスクが増加する可能性

が理論的にはあり得ること、また、今後、状況を綿密に追跡し、さらに評価を行って

いく必要があることを指摘しており、 専門家会議は県民健康調査『甲状腺検査』が実

施されてきたことは適切な対応であり、今後も継続していくべきものであると評価す

る。」としています。 
その上で、「専門家会議は、福島県民の将来の安心を確保するため、この県民健康調

査『甲状腺検査』について、甲状腺がんの増加の有無に関する科学的知見を得られる

ようなものとして充実させるべきであると考える。特に、被ばくとの関連について適

切に分析できるよう、WHO 報告書でも言及されている 疫学的追跡調査として充実さ

せることが望ましい。」と指摘しています。 
このため、県民健康調査「甲状腺検査」をさらに充実させ、対象者に過重な負担が

生じることのないように配慮しつつ、県外転居者も含め長期にわたってフォローアッ

プすることにより分析に必要な臨床データを確実に収集できる調査が可能となるよう、

福島県を支援していきます。 
 
（４）リスクコミュニケーション事業の継続・充実 

専門家会議は、放射性ヨウ素による被ばくについて、UNSCEAR2013 年報告書で示

されたデータを踏まえ「福島県内よりも福島近隣県の方が多かったということを積極

的に示唆するデータは認められていない」としています。その上で専門家会議は、「福

島近隣県の自治体による個別の相談や放射線に対するリスクコミュニケーションの取

組について、一層支援するべきである。その際、各地域の状況や自治体としての方向

性を尊重し、地域のニーズに合わせて柔軟な事業展開ができるように配慮することが

望ましい」と指摘しています。 
このため、福島近隣県における既存のリスクコミュニケーション事業の内容を充実

させるとともに、福島県及び福島近隣県の各地域の状況や自治体としての方向性を尊

重し、地域のニーズに合ったリスクコミュニケーション事業の推進に取り組んでいき

ます。 
 

以上 


